
所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 木安 件 議案第 205号

提  出  課 社会教育課

上越市春日謙信交流館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

伍)施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

集会室 1(ステージを含む。 ) 680円 560円

集会室 2 410円 340円

集会室 3 410円 340円

第 1会議室 240円 200円

第 2会議室 120円 100円

和室 1(21畳 ) 200円 160円

不日室 2 (12畳 ) 120円 100円

調理室 240円 200円

121(Jの 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用し、同日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係)

3 施行期 日

公布の 日

4 上舷市春 日謙信交流館条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  ,案 改  正  前

別表 (第 7条、第 11条関係 )

200円

使用料 (1時 間に

つき)

施設名

集会室 1(ス テージを

含む。 )

680円

410集会室 2

410円集会室 3

240円第 1会議室

120円第 2会議室

和室 1(21畳 )

別表 (第 7条、第 11条関係 )

施設名
使用料 (1時 間に

つき)

集会室 1(ス テージを

含む。)

560円

340円集会室 2

集会室 3 340

第 1会議室 200

第 2会議室 100円

和室 1(21畳 ) 160円
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改  正  案 改  正  前

和 室 2(12畳 ) 120円

調理室 240円

備考 略

和室 2(12畳 ) 100円

調理室 200円

備考 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 206号

提  出  課 社会教育課

上越市直江津学びの交流館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )但)

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

イベ ン トホール 830円 810円

音楽室 580円 570円

小集会室 310円 300円

多 目的ホールA 440円 430円

多 目的ホール B 440円 430円

多 目的ホール C 380円 370円

屋 内共用スペース 1∬ 当たり10円 1だ 当た り5円

12)(Jの 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用し、同日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。
け

(附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市直江津学びの交流館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 7条、第 11条関係 ) 別表 (第 7条、第 11条関係 )
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備考 略 備考 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 207号

提  出  課 社会教育課

上越市市民交流施設高田公園オー レンプラザ条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

但)施設の使用料を次のように改定する。 (別表第 1関係 )

ア ホール施設

140円

52

施設

名

使用料

改定後 現 行

午 前

(9:0

0  -
12100

)

午 後

(13:

00 -
17:00

)

夜 間

(18:

00 -
22:00

)

午 前

・ 午

後

(9:0

0  -
17:00

)

午 前

・ 夜

間

(13:

00 彰́

22:00

)

全  日

(9:0

0  ハΨ

22:00

)

午 前

(9:0

0   ハΨ

12:00

)

年 後

(13:

00 ～

17:00

)

夜 間

(18:

00 -
22:00

)

年 前

。 午

後

(9:0

0  -
17:00

)

午 前

・ 夜

間

(13:

00 -
22:00

)

全  日

(9:0

0  -

22:00

)

ホー

ル

(平

日)

19,80

0円

26,40

0円

26,40

0円

52,80

0円

59,40

0円

85,80

0円

18,00

0円

24,00

0円

24,00

0円

48,00

0円

54,00

0円

78,00

0円

ホ ー

ル

(土

日祝

日)

24,75

0円

33,00

0円

33,00

0円

66,00

0円

74,25

0円

107,2

50円

22,50

0円

30,00

0円

30,00

0円

60,00

0円

67,50

0円

97,50

0円

使用料 (1時間につき)

現  行改定後
施設名

2,240円2,470円ホール (舞台のみ)

1,180円1,300円スタジオ

120円150円練習室 1

練習室 2 110円



練習室 3 320円 260円

楽屋 1 180円 150円

楽屋 2 240円 200円

楽屋 3 240円 200円

備考 ホール (舞台のみの場合を除く。)を利用時間以外の時間に利用する場合又はこ

の表に定める利用時間を超過 して利用する場合の使用料は、平日にあつては 1時間に

つき6, 600円 、土日祝 日にあつては 1時間につき8, 250円 とする。この場合

において、利用時間が 1時間に満たないときは、 1時間として計算する。

イ 集会学習施設

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

研修室 530円 440円

会議室 410円 340円

多 目的室 530円 440円

陶芸室 200円 160円

創作室 410円 340円

調理実習室 560円 460円

和室 1 180円 150円

和室 2 150円 120円

(2) 属設備の使用料を次のように改定する。 (別表第 1関係 )

使用料
単位

改定後 現 行
設備名

1台 4,080円 4;000円フルコンサー トピアノ

1枚 110円 /'100円
平 台

1枚 310円 300円
ひ

緋毛せん

1枚 110円 100円高座用座布団

1枚 110円 100円上敷き

1式 2,040円 2,000円音響反射板

1式 1,020円 1,000円映写スク リーン

1台 1,020円 1,000円プロジェクター

4,000円15式 4,080円照明設備

1,000円1アU 1,020円サスペンションライ ト

100円1台 110円スポットライ ト500W

200円1台 210円スポッ トライ トlkW

1,020円 1,000円1アJアンパ~ホ リゾンライ ト

ホール

ロアーホ リゾンライ ト
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クセノンピンスポットライ ト 1台 210円 200円

音響設備 15式 3,060円 3,000円

ステージスピーカー 1台 3,060円 3,000円

はね返 リスピーカー 1台 510円 500円

マイクロホン 1本 510円 500円

三点つ リマイク装置 1式 510円 500円

フイヤ レスマイク装置 15式 510円 500円

マイクロホンスタン ド 1本 210円 200円

持込電気機器 lkW 260円 250円

スタジオ グランドピアノ 1台 510 円 500円

練習室 1及

び練習室 2
楽器セ ッ ト 1式 510円 500円

陶芸室 電気窯 1台 310円 300円

俗)利 用の特例の承認 を受けた場合の施設の使用料を次のように改定する。 (別表第

2関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現  行

中庭

1ポ当た り 10円 1だ当た り 7円

共用都

エン トランスホ~ル

ロ ビー

ホワイエ

広 場

エン トランス広場

西広場

南広場

14) 但)か ら13)ま での改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用し、同日前の

利用については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係)

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市市民交流施設高田公園オーレンプラザ条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 1(第 7条、第 11条 関係 )

施設使用料

ア ホール施設

施設

′名 前 日

使用料

ユ副

別表第 1(第 7条、第 11条関係)

(1)施設使用

ア ホール施設

日

使用料

名 日lJ 間 同lJ
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改  正  案 改  正  前

(9 (13: (18 (9

22

)

1 1 (9 (13

00) 00) 00) ～ 2

00)

～ 17

00)

備

1～ 3 略

4 ホール (舞台のみの場合を除 く。)を第

4条ただ し書の規定により同条本文に規定

す る利用時間以外の時間に利用す る場合又

はこの表に定める利用時間を超過 して利用

す る場合の使用料 は、平 日にあつては 1時

間につき 6, 600円 、土 日祝 日にあつて

は1時間につき8, 250円 とする。この

場合において、利用時間が 1時間に満たな

いときは、 1時間として計算する。

5～ 7 略

イ 集会学習施設

芸 室 200円

52,800

円

59,400

円 円

85,800ホー

ル

(平

日)

19,800

円 円

26,400 26,400

円

74,250

円

107,250

円

ホー

ル

(土

日ネ兄

日)

24,750

円

33,000

円

33,000

円

36,000

円

施設名 使用料

(1時間につき)

ホール (舞台のみ ) 2,470円

スタジオ 1,300円

陳習室 1 150円

陳習室 2 140円

鰊習室 3 320円

楽屋 1 180円

楽屋 2 240円

楽屋 3 240円

使用料

(1時間につき)

施設名

530円研修室

410円会議室

530円多目的室

(91

0-1

00)

(9

0～ 1

(13 (18 後 間 19

(13´ 22

160円

1

100) 00)

1～ 3 略

4 ホール (舞台のみの場合 を除 く。 ).を第

4条ただ し書の規定により同条本文に規定

す る利用時間以外の時間に利用する場合又

は この表に定める利用時間を超過 して利用

す る場合の使用料は、平 日にあつては 1時

間につき 6, 000円 、土 日祝 日にあつて

は 1時間につき 7 500 とする。この

場合において、利用時間が 1時間に満たな

いときは、 1時間として計算する。

5～ 7 略

イ 集会学習施設

00) 00)

芸 室

Z4,000

円

24,00C

円

48,000

円

54,000

円

78,000

円

ホー

ル

(平

日)

[8,000

円

30,000

円

30,000

円

60,00C

円

67,500

円

97,500

円

ホー

ル

(土

日祝

日)

22,500

円

施設名 使用料

(1時間につき)

ホール (舞台のみ ) 2,240円

スタジオ 1,180円

練習室 1 120円

陳習室 2 110円

傑習室 3 260円

楽屋 1 150円

楽屋 2 200円

楽屋 3 200円

使用料

(1時間につき)

施設名

440円研修室

340円会議室

440円多目的室
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改  正  前改  正  案

備考 略

12)附属設備使用料

創作室 340円

調理実習室 460円

和室 1 150円

和室 2 120円

単位 使用料 備 考設備名

1台 4,000円
フル コ ンサ

ー トピアノ

1枚 100円平台

1枚 300円紗F毛せん
ひ

1枚 100円
葛座 用 座 布

∃

1枚 100円上敷 き

2,000円音響反射板 1式

1,000円
央 写 ス ク リ

ーン
1百式

1台 1,000円
プ ロ ジ ェ ク

ター

第 1ボ ー ダ

ー、第 2ボー

ダー、フ ロン

トサイ ドスポ

ッ ト、シー ジ

ング及び フ ッ

トライ ト

照明設備 1式 4,000円

1,000円
ナスペ ン シ

ョンライ ト
1夢U

100円
スポ ッ トラ

イ ト500W
1台

1台 200円
スポ ッ トラ

イ トlkW

ア ッパ ー ホ

リ ゾ ン トラ

イ ト

1アJ 1,000円

1アJ 1,000円

ロア ー ホ リ

ゾ ン トライ

ト    ■

クセ ノ ン ピ

ンス ポ ッ ト

ライ ト

、1台 200円

1式 3,000円 ンプ、調整

倉J作 室 410円

調理実習室 560円

和室 1 180円

下日璧三 2 150円

備考 略

121 附属設備使用料

ンプ、調整

備 考単位 使用料設備名

1台 4,080円
フル コ ンサ

ー トピアノ

1枚 110円平台

1枚 310円伊F毛せん
ひ

高座 用座 布

団
1枚 110円

1枚 110円上敷き

15式 2,040円旨響反射板

1式 1,020円
典 写 ス ク リ

ーン

1台 1,020円
プ ロ ジ ェ ク

ター

15式 4,080円

第 1ボ ‐ ダ

ー、第 2ボー

ダー、フロン

トサイ ドスポ

ッ ト、シー リ

ング及び フ ッ

トライ ト

照明設備

1ア町 1,020、円
ナス ペ ン シ

ョンライ ト

1台 110円
スポ ッ トラ

イ ト500W

1台 210円
スポ ッ トラ

イ トlkW

1,020円

ア ッパ ー ホ

リゾ ン トラ

イ ト

1テJ

1夢 U 1,020円

ロア ー ホ リ

ゾ ン トライ

ト

1台 210円

クセ ノ ン ピ

ンス ポ ッ ト

ライ ト

15式 3,060円
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改  正  案 改  正  前

、セ ン タ

ピー カ ー

エ アー モ

― マイ ク ロ

ン

備考 略

別表第 2(第 8条、第 11条 関係 )

1台 3,060円
ステ ー ジ ス

ピーカー

1台 510円
は ね 返 リス

ピーカー

1本 510円
マイ ク ロホ

ン

1百式 510円
三点 つ リマ

イク装置

15式 510円
ワイ ヤ レス

マイク装置

マイ ク ロホ

ンスタン ド
1本 210円

時込 電 気 機

器
lkW 260円

ス タ

ジオ

グ ラ ン ドピ

アノ
1台 510円

510円

ド ラ ム セ ッ

ト、電子 ピア

ノ、ギターア

ンプ及びベー

スアンプ

陳 習

室 1

及 び

陳 習

室 2

楽器セ ット 15式

310円
殉 芸

室
電気窯 [台

施設名 使用料

(1時間につき)

中庭

[m2当 た り 10円

共用部

エン トランスホー

ル

ロビー

ふワイエ

広場

エン トランス広場

蒼広場

葛広場

備考 略

、セ ンタ

ピーカー

エ ア ー モ ニ

ー マ イ ク ロ

ン

備考 略

別表第 2(第 8条、第 11条 関係 )

ステ ー ジ ス

ピーカー
l台 3)000円

はね 返 リス

ピーカー
1台 500円

マイ ク ロ ホ

ン

1本 500円

500円
三点 つ リマ

イク装置
1式

500円
ワイ ヤ レス

マイク装置
15式

1本 200円
マイ ク ロホ

ンスタン ド

lkW 250円
時込 電 気 機

器

1台 500円
ス タ

ジオ

グ ラ ン ド ピ

アノ

楽器セッ ト 15式 500円

ド ラ ム セ ッ

ト、電子 ピア

ノ、ギターア

ンプ及 びベー

スアンプ

陳 習

室 1

及 び

傑 習

室 2

電気窯 [台 300円
陶 芸

室

施設名 使用料

(1時間につき)

中庭

[m2当 た り 7円

共用部

エン トランスホー

,レ

ロ ビー

ホワイエ

ム
~場

エン トランス広場

西広場

萄広場

備考 略
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1

所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 208号

提  出  課 文化行政課

上越市立歴史博物館条例の一部改正について

改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(J 施設の観覧料を次のように改定する。 (別表関係 )

区 分

改定後 現  行

個 人
団体 (20人
以上の団体 )

個  人
団体 (20人
以上の団体 )

一般 510円
1人 に つ き

410円
500円

1人 に つ き

400円

高校生

中学生

小学生

260円
1人 に つ き

210円
250円

1人 に つ き

200円

121 但)に 規定する施設観覧料及び高田城二重 柊 条例第 6条に規定する入館料を同時に

納付する場合にあつては、但)の 表中「510円 」 とあるのは 「390円 」 と、

「260円 」 とあるのは 「200円 」 とする。 (別表関係 )

131(1)及 び121の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市立歴史博物館条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 7条関係 )

備 考

1 高 田城二重 櫓 条例 (平成 5年上越

区分 個 人 団体

(20人以上の団体 )

一般 510円 1人 につ き 410円

高校生

中学生

小学生

260円 1人 につ き 210円

別表 (第 7条 関係 )

備考

1

区分 個人 団体

(20人以上の団体 )

一般 500円 1人 につき 400円

葛校生

中学生

小学生

250円 1人 につき200円

高田城二重鵜
ら
条例 (平成 5年上越
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改  正  案 改  正  前

市条例第 13号)第 6条 に規定する

入館料を同時に納付する場合にあつ

ては、この表中「510旦 」 とある

のは「390円 」 と、「260田 」

とあるのは イ20Q_■」 とす る。

2 略

市条例第 13号)第 6号 に規定す る

入館料 を同時に納付す る場合にあつ

ては、この表中「500円 」 とある

のは 「380円 」 と、 「250円 」

とあるのは 「 190円 」 とす る。

2略   
′

〔
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 木安 件 議案第 209号

提  出  課 文化行政課

日本スキー発祥記念館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

但)施設の観 料を次のように改定する。 (別表関係 )

121(Jの 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用し、同日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係)

3 施行期 日

公布の 日

4 日本スキー発祥記念館条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

現  行改定後

団体 (20人
以上の団体 )

人・団体の別

団体 (20人
以上の団体 )

個 人個 人

450円
1人 に つ き

300円
1人 に つ き

310円460円一 般

150円
1人 に つ き

90円160円
1人 に つ き

100円

高校生

中学生

小学生

改  正  案 改  正  前

別表 (第 6条関係 )

人・団

の別

分

団体 (20人

以上の団体 )個  人

一般

1人 に つ き
0

310

高校生

中学生

小学生

1人 に つ き

100

別表 (第 6条関係 )

人 団

の

分

団体 (20人

以上の団体 )個  人

一般
1人 に つ き

450
30

高校生

中学生

小学生

150

1人 に つ き
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 210号

提  出  課 文化行政課

上越市埋蔵文化財センター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )但)

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

学習室 1 060円 880円

(2)(司 の改工は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市埋蔵文化財センター条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 11条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

学習室 1, 060円

備考 略

別表 (第 11条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

学習室 880円

備考 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 木安 件 議案第 211号

提  出  課 文化行政課

上越市片貝縄文資料館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(司 施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

第 1会議室 170円 160円

第 2会議室 170円 160円

多 目的室 420円 370円

調理実習室 200円 190円

121 位)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市片貝縄文資料館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 11条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

第 1会議室 170円

第 2会議室 170円

多 目的室 420円

調理実習室 200円

備考 略

別表 (第 11条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

第 1会議室 160円

第 2会議室 160円

多目的室 370円

調理実習室 190円

備考 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 212号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市体育施設条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額及び利用料金の上限額を改定するほか、中郷総合運動公園の庭球コー ト並

びに安塚和田スポーツ公園及び板倉運動広場の照明設備の供用を廃止するもの

2 改正内容

安塚和田スポーツ公園及び板倉運動広場について、照明設備の供用の廃止に伴い、

利用時間を日の出から日没までに変更する。 (別表第 1関係 )

中郷総合運動公園の庭球コー トの供用を廃止する。 (別表第 1関係 )

施設及び附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表第 2関係 )

ア 施設利用料金の上限額

上 越 市 第 1体

(1)

(2)

(3)

現 行改定後

共用利用 の上 限額

(1人につき)

共用利 用 の上 限額

(1人につき)
占 用 利 用

の 上 限 額

(1時 間

につき)
区分

2時
間 に

つき

1月 に

つき

占用 利 用

の 上 限 額

(1時 間

につき)
区分

2時
間 に

つき

1月 に

つき

施設名

270円380円
上舷 市 び ょ うぶ

谷野球場

l面につ き

250円
1面につ き

260円
上越 市庭 球 コー

ト

400円480円野球場

400円東 面 480円

200円

上越

市 今

泉 ス

ポー

ツ広

場

目

広

多

的

場
西 面 240円

200円240円
上越 市少年 野球

場

無料無料
上越市春 日山ペ

タンク場、

1面につ き

500円
テ ニ ス

コー ト

1面につ き

510円

300円360円

上 越 総

合 運 動

公園 会議室

教育プ 育室
720円
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ラザ体

育館

イ 附属設備利用料金の上限額

14)施設及び附属設備の使用料を次のように改定する。 (別表第 3関係 )

ア 施設使用料

上 越 市

保 倉 体

育館
多 目 的

ホ ー ル

軽運動

場
110円 100円

第 2体
育室

510円 500円

ス

ジ

ア
210円 200円

上越 市柿 崎屋 内

水泳プール
16,500円

一般
360

円

と,440

円

15,000円

一般
300

円

1,200

田

中学

生以

下

180

円
720円

中学

生以

下

150

円
600円

設備名 単 位

上限額

改定後 現 行

上舷市びょうぶ谷野球場 照明設備 1時間につき 3,060円 3,000円

上越市今泉 ス

ポーツ広場
野球場 照明設備 1時間につき 3,060円 3,000円

上越総合運動

公園

テ ニ ス コ

ー ト

照明設備 1面 1時間につき 510円 500円

放送設備 1時間につき 110円 100円

ク ラブ ハ

ウス
温水シャワー 1人 1回 につき 110円 100円

上越市教育プ

ラザ体育館

第 1体 育

室

会議室 1時間につき 310円 300円

照明設備 と時間につき 310円 300円

放送設備 1時間につき 110円 100円

第 2体 育

室

会議室 1時間につき 210円 200円

照明設備 1時間につき 210円 200円

放送設備 1時間につき 110円 100円

現 行改定後

共用使用料 (1人 に

つき)

共用使用料 (1人に

つき)

区分

間

つ

時２

に

き

1月 に

つ き
区分

2時間

に つ

き

1月 に

つき

占用使用

料 (1時
間 に つ

き)

占用使用

料 (1時
間 に つ

き)

施設名

500円510円体育館

310円
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300円360円
上越 市 教育 プ ラ

ザ多 目的広場

l,120

円円

1,360
一般

280円
一般 340円

680円

720円 中学

生以

下

140円 560円

870円 中学

生以

下

170円

ア

ナ

リ

一般 220円 880円一般 270円
1,080

円

中学

生以

下

110円 440円
中学

生以

下

140円 560円

450円第 2体

育館
540円

300円
ミーテ

ィング

ルーム

360円

一般 220円一 般 270円

中学

生以

下

140円
中学

生以

下

180円

上 越 市

安 塚 B
&G海
洋 セ ン

ター

プール

800円
グ ラ ウ

ンド
360円

上 越 市

安 塚 和

田 ス ポ

ー ツ 公

園

円

1,440
一般 300円

1,200

円
一般 360円

720円

1,200円 中学

生以

下

150円 600円

1,320円 中学

生以

下

180円

体育室

200円240円
アス

ジ

一般 300円
1,200

円
一般 860円

円

1,440

600円 中学

生以

下

150円 600円
中学

生以

下

180円 720円

道

卓

剣

兼

場

柔

場

球

720円

960円 一般 200円 800円一般 240円

480円

200円
中学

生
100円 400円

240円
中学

生
120円

ト レ ー

ニ ン グ

ルー…ム

200円会議室 240円

上 越 市

浦 川 原

体育館

ラ ン ニ

ン グ 走
160円一般
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路

220円

66

300円
中学

生以

下

70円
中学

生以

下

80円 320円

290円350円野球場

400円480円

レ

ニ
グ

一

卜

一

ン

ル

ム

200円

ト

レ

一

二

ン

グ

棟

体

室

軽

操
240円

上 越 市

浦 川 原

運 動 広

場

220円一般一般 270円

140円
中学

生以

下

中学

生以

下

180円

上越 市 浦川原 プ

ー ^ル

一般 200円 800円240円 960円一般

中学

生以

下

100円 400円120円 480円

700円840円 中学

生以

下

大 ホ ー

ル

200円240円
ス テ ー

ジ

300円小 ホ ー

ル
860円

200円240円控 室

600円640円 一般 150円一般 160円

300円
中学

生以

下

70円
中学

生以

下

80円 320円― ス

ニ
　
コ

ン

Ａク

ラ

ン

上 越 市

大 島 多

目 的 ホ

一ヽル

一般 270円
1,080

円
一般 330円

円

1,320

830円 中学

生以

下

130円 540円
中学

生以

下

170円 680円

体育室 1,000円

200円
ス テ ー

ジ
240円

一般 200円 800円240円 960円一般

中学

生以

下

100円 400円
中学

生以

下

120円 480円
400円

ト レ ー

ニ ン グ

ルーム

480円

上 越 市

牧 体 育

館

上越市牧プール 一般 一般 180円



中学

生以

下

120円
中学

生以

下

150円

400円410円体育室

300円310円
ト レ ー

ニ ン グ

ル ー ム

200円会議室 210円

上 越 市

柿 崎 体

育 館

1面につ

き 250円
1面につ

き 260円
上越 市柿 崎第 1

庭球 コー ト

一般 300円
1,200

円
360円

1,440

円
一般

150円 600円180円 720円

900円 中学

生以

下

1,080円 中学

生以

下

体育室

200円240円

テ

グ
一　
ン

や
ヽ
イ

ル ー ム

200円会議室 240円

上 越 市

大 潟 体

育 セ ン

ター

800円860円
上越 市 大潟運動

広場

200円240円
上越市頸城明治

野球場

200円 800円840円 一般一般 210円

100円 400円440円
600円 中学

生以

下

620円 中学

生以

下

110円

ア リ ー

ナ

200円
ス テ ー

ジ
210円

上 越 市

吉 川 体

育 館

400円480円
上越 市 吉川 野球

場

1面につ

き 250円
1面につ

き 260円
上越 市 吉川 テニ

スコー ト

l面 につ

き 100円

ゲ ー ト

ボ ー ル

コ ー ト

1面につ

き 120円

300円屋 外 運

動場
360円

上 越 市

中 郷 総

合運動

公園

上越 市板 倉運動

広場
320円

67

260円



1面につ

き 250円
1面につ

き 260円
上越 市板 倉 庭 球

コー ト

1面につ

き 200円

屋 内 ゲ

ー ト ボ

ール場

1面につ

き 240円

上 越 市

板 倉 ふ

れ あ い

ゲ ー ト

ボ ー ル

場

1,040

円

1,280

円
一般 260円一般 320円

520円640円

1,050円 中学

生以

下

180円

1,160円 中学

生以

下

160円

ア リ ー

ナ

200円
ス テ ー

ジ
240円

300円研修室 360円

200円240円会議室

一般 300円
1,200

円
一般 360円

1,440

円

中学

生
150円 600円中学

生
180円 720円

ト レ ー

ニ ン グ

ルーム

600円160円 640円 一般 150円一般

300円80円 320円

中学

生以

下

70円
中学

生以

下

上 越 市

清 里 ス

ポ ー ツ

セ ン タ

ラ ン ニ

ン グ 走

路

200円240円
グ ラ ウ

ンド

1面につ

き 250円
1面につ

き 260円

上 越 市

清 里 ス

ポ ー ツ

公園

テ ニ ス

コー ト

一般 280円
1,120

円
一般 340円

円

1,860

中学

生以

下

140円 560円
中学

生以

下

170円 680円

980円体育室 1,180円

200円
ス テ ー

ジ
240円

140円
ギ ャ ラ

リー
170円

150円 600円160円 640円 一般一般

上 越 市

三 和 体

育館

ラ ン ニ

ン グ コ

ー ス
中学

生以

中学

生以
80円
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200円会議室 240円

一般 200円 800円下般 240円 960円

中学ャ

生以

下

100円 400円
480円 中学

生以

下

120円 480円
400円体育室

800円一般 240円 960円 一般 200円

120円 480円
300円 中学

生以

下

100円 400円
研修室 360円 中学

生以

下

200円240円

上 越 市

三 和 ス

ポ ー ツ

セ ン タ

会議室

400円体育室 480円

200円
ミ ー テ

ィ ン グ

ル ー ム

240円

市

西

一
ウ

越

和

ポ

ハ

上

三

ス

ン

ス

800円
グ ラ ウ

ンド
360円

上 越 市

三 和 ス

ポ ▼ ツ

公園

イ 附属設備使用料

下 下

ト レ ー

ニ ン グ

ルーム

使用料

改定後 現 行
単位設備名

1時間につき 210円 200円体育館 照明設備
上越市保倉体育

館

1時間につき 210円 200円
ア リ ー

ナ
照明設備

1時間につき 110円 100円
体２

館

第

育
照明設備

上越市安塚 B&
G海洋センター

1時間につき 310円 300円体育室 照明設備
上越市浦川原体

育館

照明設備 1時間につき 3,060円 3,000円
上越市浦川原運

動広場
野球場

310円 300円
大ホー

ル
照 明設備 1時間につき

上越市大島多 目

的ホール

210円 200円照明設備 1時間につき

110円 100円
体育室

放送設備 1時間につき

130円 120円冷暖房設備 1時間につき

上舷市牧体育館

放送設備
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上 越 市 柿 崎 体

育館
体育室 照明設備 1時間につき 110円 100円

上越市柿崎第 1庭球 コー

ト
照明設備 1面 1時間につき 510円 500円

上 越 市 大 潟 体

育センター
体育室 照明設備 1時間につき 210円 200円

上 越 市 吉 川 体

育館

ア リ ー

ナ
照明設備 1時間につき 210円 200円

上越市吉川テニスコー ト 照明設備 1面 1時間につき 510円 500円

上 越 市 清 里 ス

ポ ー ツセ ン タ
ア リ ー

ナ

照明設備 1時間につき 310円 800円

暖房設備 1時間につき 250円 240円

温水シャワー 1人 1回 につき 110円 100円

上 越 三 和 体 育

館
体育室

照明設備 1時間に つき 310円 300円

温水シャワー 1人 1回 につき 110円 100円

上 越 市 三 和 ス

ポ ー ツセ ン タ 体育室 照明設備 1時間につき 110円 100円

上 越 市 三 和 西

部 ス ポ ー ツハ

ウス

体育室 照明設備 1時間につき 110円 100円

脩)安 塚和田スポーツ公園及び板倉運動広場の照明設備の供用を廃止する。 (別表第

3関係 )

16)131及 び14)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

次に掲げる区分に応 じ、次に定める日

(1)2131、 14)及び俗)の 改正 公布の日

121 2位 )、 121及び15)の 改正 令和 2年 4月 1日

4 上越市体育施設条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

別表第 1(第 2条、第 8条関係 )

越 市吉川 越市吉 出 ～

00 △
ム

位  置 利用時間 体館 日名  称

(冊各)

委

が

る

育

会

め

教

員

定

日

ラ

ン

グ

ウ

ド

越
安

和

ス

一
公

上

市

家

田

ポ

ノ

ヨ

上越 市安

塚区和 田
テ41番 地

日の 出～

日没

(略 )

ス コ ‖区原 之

日 の

別表第 1(第 2条、第 8条関係 )

越 市吉川 越 市吉 出 ～

00 △
苓

名  称 立 置 際U用 時 聞 休館 日

ラ

ン

グ

ウ

ド

越

安

和

ス

一
公

上

市

塚

田
ポ

ツ
買

日 の

00

41番地
区和 田

委

が

る

育
会

め

教

員
定

日

(略 )

ス コ ‖区原之

日 の



改  正  案 改  正  前

(1)施設利用料金

施設名

用 利 用 用利 用 の

につき)

額 (

上 限

(1時間 2時間

につき

月 につ

き )
分

越

ぶ

び

野

よ

つ 谷 330円

面 につ き

― ト 60

球 480

ス

一
広

日
480円

240円

越 市 少 240円

春 日
ペ タ ン ク 料

ニ ス

ー ト

面につき
10円

議 室 360円

1
720円

運 110円

2
510円

ア 210円

越 360円 440

内 水 泳

ル 下
720円

16,500円
180円

ト 201

地 8

め る

日

別表第 2(第 3条、第 13条関係 )

備考 略

12)附属設備利用料金

委

が

る

育

会

め

隊
員
に
賄

”出の

没

　

・

日

日号埜悠阜:岳
隊
燻
臆
賄
―

”出の

没

日

日

委

が

る

育

会

め

上越市 中

郷 区藤 沢
964番 地

3

一
ボ

ル

一

グ

ト

一
コ
ト

越

中

総

連

公

上

市

郷

合

動

園

(略 ) ～
息

日の 出

22: 00

委

が

る

育

会

め

市

区

4番
越 市板

動広場

(略 )

用利 用 の上 限

につき
1月 につ

き

用 用

(1時間

き )

上 限

丞 分
2時間

につき

施設名

うぶ 谷 野

び ょ

270円

コー ト

1面につき
250円

野球場 400円
東

面
400円

200円

ス

多

目

的

広

場

西

面

越 市 少 200円

ペ タ ン ク
春 日

熙料

テ ニ ス
コー ト

L面につき
500円

会議室 300円動

体１
室

第
育

700円

経 運 動

易
100円

体２
室

第
育

509円フ

ス テ ー

ジ
200円

300円 1,200円一般

15,000円 中学生

以下
150円 600円

越
内

ル

柿

泳水

は)施設利用料金

上限額単 位設備名

明 設 1時間に
つき

3,000円び ょ

野

越 明 口寺間に 3,000円
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改  正  前改  正  案

ス

ツ

泉

一

き

備考 略

別表第 3(第 13条関係 )

(1)施設使用料

ラ ウ

ン ド

500円
時

つ

１

こ輛
脳
きヽ

設明照

備

設
L

放 送

備

日寺間に

き
100円

ス

ト

二
　
一

テ

コ

100円

運

ガ
婢

ク

ハ 腟竪
促 水 シ

ャワー

会議室

,っ壇間
とこ

300円

300円濡
明
許醍

間に
披 送

備
設

|ィ壇
間に 100円

育室

第 1体

会議室
L

日寺間 1こ

き
200円

設
L

照 明

備

時間に

き
200円

育

ザフ

体２

室

第

育

設
L

「攻送

府

日寺間とこ

き
100円

月

き

1用 用

つき)

区分

時 間

イこつ

き

施設名

占用 使

用料 (1

寺 間 に
つき)

l本 育館 500円

300円

越

保

体

館

上

市

倉

育

多 目的
ホール

300円
上越市教育ブ

ラザ多 目的広

易

280円
1,120

円

一般

140円 560円

ア

ナ

――
ノ

720円 学

以

中

生

下

220円
一般 880

円

110円

体２
館

第

育

450円 学

以

中

生

下

440円

ミー テ

イ ン グ
ルーム

300円

220円一般

140円

越

安

Ｂ

Ｇ
洋

ン

・

上
市

啄

＆
侮

セ

タ

プール
学

以

中

生

下

ス 300

ス
ツ

泉

一

き

備考 略

別表第 3(第 13条関係 )

(1)施設使用料

ラ ウ

ド
和

ス

照 明 設

賄

時

つ

１

こ輛
田
き

510円

110円抜 送

備

設
|】琶
間に

ス

・ト

二
　
一

テ

コ

号舛 1澄F 110円

運

園

ク ラ ブ
ハウス

会議室

1理
間に 310円

照 明 設

篇 1瑾
間に 310円

絡
送設

此選
間に 110円

育室

第 1体

会議室
14種

間に 210円

照 明

隋

設
|ィ琶甲

に
210円

攻送

痛

設
十二壇甲

に
110円

体２

室

第

育

育
ザ

館

用料 (1人

み時間
につ

き

1月 に
つき

占 用 使

用料 (1

時 間 に
つき)

区分

施設名

510円

310円

館

目

― ル

360円
上越市教育プ

ラザ多 目的広

場

340円
一般 1,36C

円

170円

学

以

中

生

下

680円
870円

270円
1,080

円

一般

140円 560円
540円 学

以

中

生

下

360円

270円一般

180円
学

以

中

生

下

リ ー

ミー テ

2

ン

― ム

ル

360
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改  正  前改  正  案

300円
1,200

円

一般

150円 600円

1,200
円
一

学

以

中

生

下

200円

300円
1,20C

円

一般

150円 600円
600円 学

以

中

生

下

200円一般 800円

100円
200円 中学

生
400円

200円
150円一般 600円

学

以

中

生

下

70 300円

トレー

ア

兼

ン

― ム

ン ニ

グ

290円

400円ン グ

ト

場

室

原

動

ｋ
，
レ

200円

220円一般

140円
学

以

中

生

下

上越市浦川原
プール

200円一般 800円

100円

学

以

申

生

下

400円
700円

200円

300円

200円
150円一般 600円

学

以

中

生

下

70円 300円

ホ ー

目

ア

室

ン

グ

ス

コ

ト ホ

270円
1,080

円

一般

130円 540円

830
円
一

学

以

中

生

下

200円

200円一般 800円

100円 400円

越

ア

レ

ン グ

ム

卜

一

400円
学

以

中

生

下

180円一般

120円

学

以

中

生

下

上越市牧プー
,レ

育 室 400円

トレートレー

860円
一般 1,440

円

180円

学

以

中

生

下

720円

1,320
円
一

ア
~

240円

B60円
一般 1,400

円

180円
720円 学

以

中

生

下

720円

兼

場

240円一般 960円

120円 480
ン

トレー

グ

ム

240円 中 学

生

240円
160円 640円一般

320円

ン
グ

ラ

ン 学

以

中

生

下

80円

||

350円

480円

240円
室

ト

レ

ト

/

レ

ニ
グ

一

動

270円一般

180円

学

以

中

生

下

上越市浦川原

プール

240円一般 960円

120円
840円

学

以

中

生

下

480円

240円

360円

240円
160円 640円一般

320円

学

以

中

生

下

80円

ラ ン ニ

ン グ コ

ホ

目

ス

ア
~

ホ ー

330円
一般 1,32C

円

170円

1,000

円
学

以

中

生

下

680円

240円

240円一般 960円

120円
学

以

中

生

下

480円

ア

レト

ン

ム
480円

220円

150円以

上越市牧プー
,レ

410円
0
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改  正  前改  正  案

ン

― ム

ツ

ン

ス

一
セ

タ

トレー

会議室 200円

Z50 円

に

き

面Ｌ

っ庭球コー ト
越

300円
1,200

円

一般

150円

学

以

中

生

下

600円
円
一

200円
― ァ

ン グ

ーム

タ
ヽヽ
ヽ

室 200円

300円
上越市大潟運

動広場

(略 )

上越市頸城明

治野球場
200円

200円 800円一般

100円 400円
600円

学

以

中

生

下

200円

II

１１
ン

館

ア

上越市吉川野

球場
400円

上越市吉川テ
ニスコー ト

に

き
面
　
岬

１

の

２５

l面 に

つ  き

250円

100円

面１

っ

に

き公

― ト

― ト

外

球 コ

ト

300円

260円
上越市板倉運

動広場

Z50円

に

き

面Ｌ

っ

上越市板倉庭

味コー ト

越

板

ふ
あ

ゲ

ト

一

上

市

倉

れ

い

一
ボ

屋 内 ゲ
ー トボ
ール場

ル場

[面 に

つ  き

Z00円

260円
1,040

円

一般

130円

学

以

中

生

下

520円

リ ー

1,050
円
一

ステ ー

ジ
200円

研 修 室 300円

会 議 室 200円
300円

ン

館 ― ム

(削除 )

越

ス

一
セ

タ

レ ー 1

き議 室 210円

面

き

上越市柿崎第

l庭球 コー ト

360円
一般 1,440

円

180円

1,080

円
学

以

中

生

下

720円

l本育室

ミー テ

ィ ン グ
,レー ム

240円

越

大

体

セ
タ

上

市

潟

育

ン

一

会議室 240円

360円
上越市大潟運

動広場

(略 )

上越市頸城明

治野球場
240円

210円 840円

110円

学

以

中

生

下

440円

万

ナ

リ

620円

一
テス

ン゙
210円

育館

越
吉

体

上
市

―――

上越市吉川野

球場
480円

l面 に

つ  き

260円

上越市吉川テ
ニスコー ト

に20円

に

き

面に

っ

グー ト
ボール
コー ト

越

中

総

運

公

上

市

郎

含

動

剰

運外

場

堅

動
360円

320円
上越市板倉運

動広場
l ttに
つ  き
260円

上越市板倉庭

嗽コー ト

1面 に

つ  き

240円

越

板

ふ
あ

ゲ

ト

一

上

市

倉

れ

い

一
ボ

ル場

三内 ゲ
ー トボ

ール場

320円
一般 1,280

円

160円

1,160
円
一

学

以

中

生

下

640円

ア

ナ

リ

ステ ー

ジ
240円

研修 室 360円

会議 室 240円
360円
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改  正  案 改  正  前

180円 720円

160円 640円一般

80円 320円

二
走

ン

グ

ラ

ン

略

学

以

中

生

下

240
グラ ウ
ンド

1面 に

つ  き

260円

ス ス

，ト

二
　
一

一万

コ

340円
1,360

円

一般

170円 680円

l本 育室

1,180
円
一

学

以

中

生

下

240円
ス テ ー

ジ

ギャ ラ

リー
170円

160円 640円一般

80円 320円

ラ ンニ

ング コ

ース

学

以

■

生

下

越

二

体

館

上

市

和
育

会議室 240円
240円 960円一般

120円 480円

l本育室

480円
学

以

中

生

下

一般 240円 960円

120円
学

以

中

生

下

480円

研・修室

360円

越

三

ス

一
セ

タ

上

市

和

ポ

ツ

ン

一

会議室 240円

l本育室 480円越

三

西

ス

一

ハ

ス

上

市

和

部

ポ

ツ

ウ

ミエ テ

ィ ン グ

ルーム
240円

越

三

ス

一
公

上

市

和

ポ

ノ

ヨ

グラ ウ
ンド

360円

ン

ム

備考 略

12)附属設備使用料

(削 除 )

単 位 使用料設備名
1時 間
につき 210円

設明照
腑

―

館育体
―
―

市

体

越
倉

館

上

県
育

210円リー 明 1時 間
につき

明 設第

館

2体育
揖

1時 間

につき 110円

諺

塚

Ｇ
セ

一

― ム

備考 略

12)附属設備使用料

時 間
つ き

150円
中 学
生

600円

150円一般 600円
学

以

中

生

下

70円 300

二
走

ン

グ

一ノ

ン
”始

グ ラ ウ
ンド

200円

ス ス

ト
二

一

一万

コ
[ 面 に

つ  き
B50円

280円
一般 1,120

円

140円

学

以

中

生

下

560円

l本育室

円
一

ステ ー

ジ
200円

ギ ャ ラ

リー
140円

150円一般 600円
学

以

中

生

下

70円 300円

ラ ン ニ

ン グ コ

ース

会議室 200円
200円一般 800円

100円

学

以

中

生

下

400円

本育室

400円

200円一般 800円

100円
300円

学

以

中

生

下

400

研修室

会議室 200円

セ

タ

ス

本育室 400円

ミー テ

ィン グ

'レ
ーム

200円
ス

ノ

ス

ス

グラ ウ
ンド

300円

単位 使用料設備名

明 設

育館

館育膝
―
―

市

体 停
越
倉

上

保

l時 間
につき 200円

1時 間
につき

200円

100円

塚

G

セ

2体

明 設

明 設

ター

と時 間
につき

越
塚 和 ド

ラ ウ 明 設 2,400円
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上 越 市

甫 川 原

l本 育館

本育室 照明 設

府

L時 間
につき 310円

照明 設

痛

と時 間
につき

3,060円

越

川
動

上
高

煙
場

市

原

広

野球場

l時 間
につき 310円

市
多

ホ

越
島

的

ル

上
大

目

一

大ホール 照明 設

隋

照 明 設
備

1時 間
につき

210円

攻送 設
驚

[時 間
につき

110円

l本 育室

令暖 房
設備

t時 間
につき

130円トレー =
ングル ー

ム 吹送 設

常

L時 間
につき

110円

市

育

越

体

上

枚

増

l本育室 照明 設

驚

1時 間
につき 110円

市
体

越
崎

館

上
備
育

照明 設

隋

１

こ

面

聞

き

」
寺

つ

510円
上越 市柿崎第 1

庭球 コー ト

照明 設

隋

1時 間
につき 210円

市
体

ン

越

潟

セ

一

上
大
育

タ

l本

~育
室

(略 )

照 明 設

隋

1時 間
につき 210円

上越 市

き川 体

奇館

アリーナ

照 明 設

備

１

こ

面

聞

き

ｌ
時

つ

510円
上越 市吉川テニ

スコー ト

報 明 設

府

[時 間
につき

310円

25o円暖房 設

庸

[時 間
につき

市

ス

ツ

タ

越

里

一
ン

上

清

ポ

セ

一

アリーナ

且水 シ

ャワー
１

つ

人

に

」

目

き

110円

照明 設

篇

t時 間
につき

310円

l盈 水 シ

ギワー
１

つ

人

に

」

コ

き

110円

市

体

越

和

館

上

三

育

本育室

照明 設

痛

L時 間
につき

110円

市

ス
ツ
タ

越

和

一
ン

上

三
ポ

セ

一

本育室

照明 設

府

L時 間
につき

110円

市

西
ポ

ハ

越

和

ス
ツ

ス

上

二
部

一
ウ

客育室

(削 除 )

備考 略

ス

ツ

300円)||

育室

:任

照明 設

痛  ―
1時 間
につき

動 広

)II

球場 照明 設

府

l時 間
につき 3,000円

照明 設

隋

1時 間
につき 300円

目

島

的

ル

ホ

ホ ー

照 明 設

賄

1時 間
につき

200円

牧 送 設

備

1時 間
につき

100円

令 暖 房

設備

1時 間
につき

120円

体

グルー
トレーニ

放送 設

備

1時 間
につき

100円

崎

育室栞偉
照 明 設

備

1時 間
につき 100円

球 コー ト
崎 第 照 明 設

備

１

こ

面

間

き

」
に

，
９

500円

潟

セ

一

照 明 設

備

[時 間
につき 200円

‖I各

リー

サ||

照 明 設

備

[時 間
につき 200円

上越市吉川 テニ

スコー ト
照 明 設

備

１

こ

面

間

き

ｔ
時

つ

500円

上越市板倉運動
広場

照 明 設

備

[時 間
につき

2,400円

照 明 設

備

[時 間
につき

300円

240円援房 設

備

1時 間
につき

100円

里 ス

ン タ

温 水 シ

ャワー
１

つ

人

に

１
回

き

照 明 設

備

l時 間
につき

300円
室

不ロ

温 水 シ

ャワー
１

つ

人

に

１
目

き

100円

ン タ

和 ス

照 明 設

備

1時 間
につき

100円

育 室 照 明 設

隋

1時 間
につき

100円

ウス

不日

ス

ツ

備考 略

76



所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 木安 件 議案第 213号

提   出  課 スポーツ推進課

上越市立オールシーズンプール条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表関係 )

区 分

上限額 (1人 につき)

改定後 現  行

小学生 。中学生 一般 小学生 。中学生 一般

個 人 230円 460円 220円 450円

団体 (30人以上 ) 130円 230円 120円 220円

121 伍)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市立オールシーズンプール条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 14条関係 )

区分 上限額 (1人 につき)

小学生 。中学生 一般

l国 人 230 460円

∃体 (30人
以上 )

130円 230円

備考 略

別表 (第 14条関係 )

備考 略

区分 上限額 (1人 につき)

小学生 。中学生 一 般

lttl人 220円 450円

∃体 (30人
以上 )

120 220
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 214号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市総合体育館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

改正内容

但)施設及び附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

2

ア 施設利用料金の上限額

イ 附属施設利用料金の上限額

78

施設名

改定後 現 行

占用利用

の上限額

(1時 間

につき)

共用利用の上限額 (1人
につき)

占用利用

の上 限額

(1時 間

につき)

共用利用の上限額 (1人
につき)

区分

2時間

1こ  つ

き

1月 につ

き
区分

2時間

に つ

き

1月 につ

き

競技場 1,530円

一般 310円 1,240円

1,500円

一 般 300円 1,200円

中学生

以下
160円 640円

中学生

以下
150円 600円

卓球場 460円

一般 230円 920円

450円

一般 220円 880円

中学生

以下
120円 480円

中学生

以下
110円 440円

柔父1道場 460円

一般 230円 920円

450円

一般 220円 880円

中学生

以下
120円 480円

中学生

以下
110円 440円

トレーニン

グ走路

一般 160円 640円 一般 150円 600円

中学生

以下
80円 320円

中学生

以下
70円 800円

ミーテ ィン

グルーム
410円 400円

本部室 110円 100円

上限額

改定後 現 行
単位設備名

照明設備 1時間につき 720円 700円



競技場

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市総合体育館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

110円 100円放送設備

110円 100円温水シャワー 1人 1回につき

改  正  案 改  正  前

共用利用の上限額 (1人

につき)

Z時 間

につき

1月 につ

き

施設名

占用利用の

上限額

(1時間に

つき)

区分

1,240円一般 310円

160円 640円競技場 1,530円 中学生

以下

920円一般 230円

120円 480円卓球場 460円 中学生

以下

920円一般 230円
柔剣道

場
460円

トレー

ニング

走路

410円

ミーテ

ィング

ルーム

本部室 110円

120円 480円

下

般

学

下

160円 640円

320円

中 学

80円

但)施 設利用料金

男ll 15条関係

備

設備名 単位 上限額

競技場

照明設備 1時 間に

つき

720円

牧送設備 HO円

屁水 シ ャ

ワー

110円

備考 略

別 表 (第 15条関係 )

住) 施設利用料金

占用利用の

限額

1時間に

き)

用利用の上限額 (1人

つき)

設名
( 時 間

つき

月 につ
区分

般 300円 1,200円

場 1,500円 学

下
150円 600円

般 220円 880円

球 場 450円 学

下
110円 440円

父1

般 220円 880円

450円 学

下
110円 440円

ト レ 般 150円 600円

ン

路

学

下
70円 300円

ィ ン 400円

― ム

部室 100円

備 略

設備名 単位 上限額

競技場

照明設備 [ 口寺間 とこ

つき

700円

電光得点

表示板

100円

放送設備 100円

温水 シ ャ

ワー

[人 1回
につき

100円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 215号

提  出  課 スポーツ推進課

上越勤労身体障害者体育館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設及び附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

ア 施設利用料金の上限額

イ 附属施設利用料金の上限額

設備名 単位

上限額

改定後 現  行

体育館

照明設備

1時間につき

210円 200円

冷暖房設備 160円 150円

音響設備 110円 100円

温水シャワー 1人 1回 につ き 110円 100円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用し、同日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係)

3 施行期 日

公布の 日

施設名

改定後 現 行

占 用 利 用

の 上 限 額

(1日寺間イこ

つき)

共用利用の上限額 (1人
につき)

占用 利 用

の 上 限 額

(1時間に

つき)

共用利用の上限額 (1人
につき)

区分
2時 間

につき

1月 に

つき
区分

2時 間

につき

1月 に

つき

体育館 510円

一般 210円 840円

500円

一 般 200円 800円

中学生

以下
110円 440円

中学生

以下
100円 400円
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4 上越勤労身体障害者体育館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

但}施 設利用料金

用利用の 用利用の上限額 (1人に

き)限額 (

間 に

)

時間に

き

月 につ
区分

般 210円 840円

510円 中 学
110円 440円

下

備考 略

121 附属設 利用料金

備考 略

単位 上限額設備名

210円照明設備

160円令暖房設備 1時間につき

HO円音響設備

1人 1回につ

き
110円

l本 育

館

温水シャワー

(1)施設利用料金

設 占用利用の 用利用の上限額 (1人に

き)限額 (

間 に 時 間

き

月 につ

き )

区分

般 200円 800円

500円 学 生

下
100円 400円

備

似

略

附属設備利用料金

備考 略

設備名 単位 上限額

休育

館

照明設備

1時間につ き

200円

令暖房設備 150円

音響設備 100円

凪水 シャワー
1人 1回につ

き
100円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 216号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市藤野野球場条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

位)施設及び照明設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係)

施設名

施設利用料金の上限額

(1時間につき)

照明設備利用料金の上限額

(1時間につき)

改定後 現 行 改定後 現 行

野球場 480円 400円 3 060円 3 000円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市藤野野球場条例改正案新旧姑照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 13条関係 )

備考 略

施設名

施設利用料金

の上限額 (1

時間につき)

照明設備利用

料金の上限額

(1時間につ

き)

野球場 480円 3 060

丹げ表 (第 18条関係)

備考 略

施設名

施設利用料金

の上限額 (1

時間につき)

照明設備利用

料金の上限額

(1時間につ

き)

野球場 400円 3,000円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議木安第 217号

提  出  課 スポエツ推進課

2

上越市高田スポーツセンター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の

利用料金の上限額を改定するもの

焔正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

改正内容

(1)施設及び附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

ア 施設利用料金の上限額

イ 附属施設利用料金の上限額

12)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につ

いては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

施設名

改定後 現  行

占用利用

の上限額

(1時 間

につき)

共用利用の上限額 (1人
につき)

占用利用

の上限額

(1時間

につき)

共用利用の上限額 (1人
につき)

区分

2時間

イこ つ

き

1月 につ

き
区分

2時間

1こ  つ

き

1月 につ

き

競技場 900円

一般 860円 1,440円

750円

一般 300円 1,200円

中学生

以下
180円 720円

中学生

以下
150円 600円

柔道場 600円

一 般 240円 960円

500円

一般 200円 800円

中学生

以下
120円 480円

中学生

以下
100円 400円

相撲場 300円

一 般 240円 960円

250円

一般 200円 800円

中学生

以下
120円 480円

中学生

以下
100円 400円

設備名 単位

上限額

改定後 現  行

競技場
照明設備 1時間につき 210円 200円

温水シャウー 1人 1回 につき 110円 100円
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4 上越市高田スポーツセンター条例改正案新旧紺照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 15条関

備考 略

似)附 属設備利用料金

備考 略

共用利用の上限額 (1人 につ

き)

1月 につき
区分

2 日寺間イこ

つき

施設

名

占用利 用

の上 限額

(1時 間

につき)

一般 360円 1,440円

720円
900円 中 学 生

以下
180円

競技

場

960円一般 240円

120円 480円

柔道

場
600円 中 学 生

以下

960円一般 240円

120円 480円

十日響驚

場
300円 申 学 生

以下

任)施設利用料金

設備名 単位 上限額

明設備

水 シャワ

1時間につき 210円

1人 1回につ

き
110円

別表 (第 15条関係 )

但)施 設利用料金

(2)

略

附属設備利用料金

備考 略

施設

名

占用利 用

の上 限額

(1時 間

につき)

共用希lj用 の上限額 (1人 につ

き)

区分
2時間に

つき

1月 1こ つ き

競技

場
750円

一般 300円 1,200円

中 学 生

以下
150円 600円

柔道

易
500円

一般 200円 800円

中 学 生

以下
100円 400円

1目 樗鷺

場
250円

一般 200円 800円

中 学 生

以下
100円 400円

設備名 単位 上限額

明設備

シ ャ ワ

1時間につき 200円

1人 1回 につ

き
100円
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」
所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 218号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市板倉北部スポーツセンタT条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容    ^
施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )伍)

区分 単位 改定後 現 行

施設使用料 1時間につき 480円 400円

照明設備使用料 1時間につき 110円 100円

(2)但 )の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用にうい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の日

4 上舷市板倉北部スポーツセンター条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名

施設使用料 (1

時間につき)

照明設備使用料

(1時間につ

き)

アリーナ 480田 110円

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名

施設使用料 (1

時間につき)

照明設備使用料

(1時間につ

き)

アリーナ 400円 100円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 219号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市板倉農業者 トレー手ングセンター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

施設及び照明設備の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )但)

施設名

施設使用料

(1時間につき)

照明設備使用料

(1時間につき)

改定後 現 行 改定後 現 行

ア リエナ 510円 500円 210円 200円・

121(1)の 改正は、今和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市板倉農業者 トレー手ングセンター条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名

施設使用料

(1時間に

つき)

照明設備使

用料 (1時

間につき)

ア リーナ 510 210円

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名

施設使用料

(1時間に

つき)

照明設備使

用料 (1時

間につき)

ア ジーナ 500円 200円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 220号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市柿崎総合体育館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(J 施設及び附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係)

ア
ジ
施設利用料金の上限額

現 行改定後

共用利用の上限額 (1

人につき)

共 用利 用 の上 限額 (1

人につき)

1月 に

つき

占用利用

の上限額

(1時間

につき)
区分

2時 間

につき

1月 に

つき

占用利用

の上限額

(1時 間

につき)
区分

2時 間

につき

施設名

円

1,440
一般 300円

1,200

円
一般 860円

中学生

以下
150円 600円中学生

以下
180円 720円

1,500円
メイ ンア リ

ーナ
1,650円

300円
円

1,200
一般 360円

1,440

円
一般

180円 720円

1,350円
中学生

以下
150円 600円

多 目的 フィ

ール ド
1,490円

中学生

以下

一般 100円 400円一般 120円 480円

50円 200円
中学生

以下
60円 240円

1,000円
中学生

以下

クライ ミン

グウォール
1,200円

一般 300円
1,200

円
一般 360円

1,440

円

720円 中学生 150円 600円中学生 180円

トレーニン

グルーム

860円
1,440

円
一般 300円

1,200

円
一般

720円

600円
中学生

以下
150円 600円

720円
中学生

以下
180円

イ ス ペ ~ス
テニユ

ヽヽ
ヽ

コ

300円860円
ミーテ ィン

グルーム

控 室 180円
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ステージ 280円 230円

フンニング

走路

一般 160円 640円 一般 150円 600円

中学生

以下
80円 320円

中学生

以下
70円 300円

イ 附属施 利用料金の上限額

(2)位 )の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市柿崎総合体育館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

上限額
単位

改定後 現  行
設備名

720円 700円照明設備

310円 300円冷暖房設備

110円 100円電光得点表示板

110円 100円放送設備

1時間につき

110円 100円ピア ノ

1人 1回 につき 110円 100円温水シャワー

メインアリーナ

改  正  案 改  正  前

(1)施設利用料金

卜

一

レ
　
ン

　

一

720円

共用利用の上限額 (1人

につき)

2時 間

につき

1月 につ

き

施設名

占用利 用

の上限額

(1時 間

につき)

区分

1,440円一般 360円

180円 720円

メ イ ン

ア リー

ナ  ・

1,650円 中学 生

以下

360円 1,440円一般

180円 720円

多 目 的

フ ィ ー

タレド

1,490円 中学 生

以下

120円 480円一般

中学 生

以下
60円 240円

ク ラ イ

ミ ン グ

ウ ォ ー

″レ

1,200円

一般 360円 1,440円

学生 180円

住)施設利用料金

占用利 用 用利用の上限額 (1

つき)上 限

1時
つき)

設名
( 時 間

つき

月 に つ
区分

イ

リ

般 300円 1,200円

1,500円 学

下

生
150円 600円

目

′「

ド

般 300円 1 200円

1,350円 学

下
150円 600円

ラ
　
ン

イ 般 100円 400円

ウ オ ー

学

下
50円 200円

ト レ 般 300円 1,200円

ン

1,000円

学生 150円 600円
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改  正  案 改  正  前

360円 1,440円一般

180円 720円

コ ミ ュ

ニ テ ィ

ス ペ ー

ス

720円 中学 生

以下

ミ ー テ

ィ ン グ

ルーム

360円

腔室 180円

ス テ ー

ジ
280円

160円 640円一般

中学 生

以下
80円 820円

二

走

ン

グ

ラ
　
ン

一踏

121 附属設備利用料金

備考 略

設備名 単位 上限額

メイ ンア

リーナ

照明設備

1時間につ

き

720円

令暖房設備 310円

電光得点表

示板
110円

放送設備 110円

ピア ノ 110円

盈水 シ ャ ワ1人 1回 に

つき
110円

コ

　
一

ミヽ
　
テ
　
ペ

ユ
　

イ

300円 1,200円

600円 中 学
150円 600円

ス
下

ミ ー テ

ン 300円

ム

150円

ア

230円

ラ ン

ン グ

般 150円 600円

学

下
70円 300円

12)附属設備利用料金

備考 略

設備名 単位 上限額

メイ ンア

リーナ

照明設備

1時間につ

き

700円

冷暖房設備 300円

電光得点表

示板
100円

放送設備 100円

ピア ノ 100円

温水 シ ャ ワ 1人 1回 に

つき
100円
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所 管 委 員 会 文荻経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 221号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市中郷総合体育館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

但)施 設使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

12)附属設備使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

時間につき

施設名

改定後 現 行

占用使用
辟 (1時
間 に つ

き)

共用使用料 (1人につき) 占用使用
料 (1時
間 に つ

き)

共用使用料 (1人につき)

区分
2時 間に
つき

1月 につ

き
区分

2時 間
につき

1月 につ

き

競技場 1,260円

一般 270円 1,080円

1,140円

一般 220円 880円

中 学 生

以下
140円 560円 中 学 生

以下
110円 440円

柔父1道場 480円

一般 240円 960円

400円

一般 200円 800円

中 学 生
以下

120円 480円 中 学 生
以下

100円 400円

卓球場 360円

一般 240円 960円

300円

一般 200円 800円

中 学 生

以下
120円 480円 中 学 生

以下
100円 400円

トレーニン
グルーム

一般 360円 1,440円 一般 300円 1,200円

中学生 180円 720円 中学生 150円 600円

トレーニン
グコース

一般 160円 640円 二
般 150円 600円

中 学 生
以下

80円 320円 中
以

学
下

生 70円 300円

ミーテ ィン
グルーム

480円 400円

睦戯室 360円 300円

ピロテ ィ 120円 100円

ステージ 240円 200円

使用料
単位

改定後 現  行
設備名

700円照明設備 720円

技 場 備
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110円 100円人 1回 につき温水シャワー
11

131(1)及 び(2)の改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市中郷総合体育館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

10

住)施設使用料

設名

占用使用

(1時間

用使用料 (1人 につ

)

き ) 区分
時 月 につ

つ き

般 220円 880円

1,140
110円 440円

般 200円 800円

父1
400円

学

以 100円 400

200円 800円

球 場 300円
中

以 100円 400円

ト レ 般 300円 1,200円

ン

― ム
150円 600円

般 150円 600円
ト レ

ン
300円以 70円

コ ー ス

ィ ン 400円

― ム

戯 室 300円

ピ ロ

100円
イ

ア

ジ
200円
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改  正  案 改  正  前

備考

(2)

略

附 設備 用料

備考 略

単位 使用料設備名

720円照明設備

110円放送設備
と時間につき

110円

競技場
亀水 シ ャ

ワー
1人 1回 につ き

備考 略

12)附属設備使用料

備考 略

設備名 単位 使用料

明設備
1時間につき

700円

100円

水 シ ャ
1人 1回につ き 100円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 134号

提  出  課 教育総務課

歳出科 目 (P36～ P37) 10款 2項 1目 学校管理費

単位 :千円

【補正理由】     幸

人事異動による職員構成の変動等に伴う増減を整理するもの

【補正内容】

非常勤一般職の学校用務員2人分の人件費の増

(歳 出)

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

小学校施設管理費 689,200 4,312 693,512

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 4,312 報酬

共済費

旅費

3,432

548

332

項   目 補正前 補正額 補正後

報酬 56,214 3,432 59,646

共済費 (社会保険料) 8,756 548 9,304

旅費 (費用弁償 ) 2,411 332 2,743

〈
口 計 67,381 4,312 71,693
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歳出科目 (P36～ P37) 10款 3項 1目 学校管理費

単位 :千円

【補正理由】

人事異動による職員構成の変動等に伴う増減を整理するもの

【補正内容】

非常勤一般職の学校用務員 1人分の人件費の減

(歳出)

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

中学校施設管理費 326,105 △ 2,025 324,080

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 △2,025 報酬

共済費

旅費

△ L715

△ 273

△ 37

項   目 補正前 補正額 補正後

報酬 15,923 △ 1,715 14,208

共済費 (社会保険料) 2,463 △ 273 2,190

旅費 (費用弁償) 813 △ 37 776

I

合  計 19,199 △ 2,025 17,174
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提 出 課 オリンピック 。パラリンピック推進室

歳出科 目 (P38～ P39) 10款 6項 3日 体育振興費

単位 :千円

【補正理由】

ドイツパラリンピック柔道チームが、東京 2020パラリンピックの事前合宿を令和 2年 2

月 26日 から3月 7日 にかけて当市内で行うことから、その受入れに要する経費を増額する

もの

【補正内容】

ドイツパラリンピック柔道チームとの交流事業 7,487千円

(合宿

(歳出)

・ ドイツパラリンピック柔道チームとの交流事業に係る経費

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

東京オ リンピック・パラリンピック

ホス トタウン推進事業
34,243 7,487 41,730

主 な 補 正 財 源 主  な  経  費

一般財源 7,487 報償費

旅費

需用費

262

73

20

委託料

使用料及び賃借料

4,895

2,237

概  要項 目

派遣人数 18人 (選手 9人、役員 4人、コーチ 3人、医師 1人、理学療法± 1人 )

令和 2年 2月 26日 から3月 7日 まで (10泊 11日 )の予定合宿期間

新潟県立武道館 (謙信公武道館)練習会場

項 目 補正前 補正額 補正後

報償費 1,29」 262 1 555

旅  費 83 73 156

需用費 0 20 20

委託料 4,850 4,895 9,745

使用料及び賃借料 83 2,237 2,320

合 計 6,309 7,487 13,796
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